
〒550-0012
大阪市西区立売堀1-9-10

HOWAビル701号
TEL 06-6536-7560
浦野会計事務所
第７４号

発行人：所員一同

1０日（木）
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

15日（火）
・所得税の予定納税額（第2期）の減額申請

３０日（水）
・9月決算法人の確定申告
・10月分社会保険料納付
・3月決算法人の中間申告
・3月,6月,12月決算法人の消費税3か月ごとの中間申告

秋も深まり、すっかり日足が短くなりましたが
いかがお過ごしでしょうか？
朝晩の冷え込みが厳しいこの季節
健康にはくれぐれもご留意ください。

～必要書類～
①全従業員様の12月支給分までの給与明細
②令和５年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
③給与所得者の配偶者控除等申告書
④給与所得者の保険料控除申告書
⑤給与所得者基礎控除申告書 ↓該当する方のみ

⑥個人で加入されている生命保険地震保険などの控除証明書
⑦給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書
⑧住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

↓R4年中に入社された方のみ
⑨令和４年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
⑩前職のR4年度源泉徴収票

その他にも小規模共済などありますので
迷われた場合はいつでもお問い合わせください。

⑥⑦⑧は各個人のご自宅宛に届き始めていると思います。
書類がある場合は他の書類と一緒に浦野会計事務所まで
ご提出よろしくお願いいたします。

⑦の資料は一般的に住宅ローン控除と呼ばれるものです。住
宅ローン控除を受けるに当たり初年度は確定申告が必要にな
ります。もし今年マイホームをご購入され控除を受けようと
思っている方はご注意ください。昨年以前に住宅ローン控除
の確定申告をされた方はご自宅に
⑧の用紙が届きますので無くさな
いようにお願いいたします。

今年も年末調整の時期となりましたので、提出いただきたい書類をまとめています。給与明細以外
の書類に関しましてはできるだけ11月中にご提出いただければ幸いでございます。年末のお忙しい
ところお手数ではございますがご確認お願いいたします。



新海誠監督最新作
「すずめの戸締まり」

2016年公開の「君の名は。」

2019年公開「天気の子」に続く
新海誠監督の3年ぶりとなる
最新作「すずめの戸締まり」が

11月1１日（金）に公開されます。
物語は、平穏に暮らしていた少女すずめが扉を探

しているという青年草太と出会う。災いが訪れてし
まう扉を閉めて鍵をかける「閉し師」として日本中
を旅している草太。その二人の前に現れた謎の猫ダ
イジンがしゃべり出したところ、草太が小さな椅子
に姿を変えられてしまう。逃げるダイジンを追いか
けるすずめたちの前で、次々に開き始める扉。その
不思議な扉と謎の猫に導かれ、戸締りの旅に出る冒

険物語となっています。
公開するのが待ち遠しいですね。

日本では2シーズン連続でインフルエンザが流行しなかったことから、
「今年もおそらく大丈夫」と予想している人が多いと思います。

オーストラリアでは2022年に入って、この2年間流行が抑えられていた
インフルエンザがついに大流行にいたっているそうです。

日本でもこういった現象が起こる可能性は
十分考えられるため注意が必要になりそうです。
インフルエンザと新型コロナが重複感染した場合

重症化リスクも高くなるかと思います。
出来るだけ感染しないようより一層

手洗いうがいなど感染対策をしっかりして
元気に過ごせるといいですね★

スマホアプリでの税金の支払いが可能になります。

国税庁は、国税をスマートフォン決済専用のWebサイトから
「Pay払い(〇〇ペイ)」で納付できるサービスを12月1日からス
タートすると10月21日に公表しました。対象となる決済サービ
スは、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon 
Payとなっております。

対象は国税の全ての税目（領収証書を必要とするものを除く）
で、納付可能な金額は30万円以下となります。納付手続完了後、
同画面で納付内容を確認できるほか、メールアドレスを登録す
ることで納付手続完了のメールを受信することもできます。

このサービス開始のため国税庁は12月1日からスマートフォン
決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」
を立ち上げ、納税者はPay払いを選択して納付できるようにな
ります。この納付について決済手数料は発生しません。アカウ
ント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に残高
チャージが必要となります。

これまでもキャッレス決済としてはクレジットカードでの国税
支払いは可能でしたが、手数料が必要だった。Pay払いでは手
数料不要な点が特徴といえます。詳しい情報は12月1日に国税
庁のHPで発表されますご確認ください


